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第 23回新株予約権及び第 30回新株予約権の取得・消却に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日付の取締役会において、2021 年４月 28 日に株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行

組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合（以下「AIoT ファンド」

といいます。）および THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合（以下「TKF ファンド」といいます。）

を割当先として発行いたしました第 23 回新株予約権（以下「本第 23 回新株予約権」といいます。）及

び、2024 年 11 月 11 日にジーエフホールディングス株式会社が出資する G Future Fund１号投資事業責

任組合を割当先として発行いたしました第 30 回新株予約権（以下「本第 30 回新株予約権」といい、本

第 23 回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。）について、下記のとおり、取得日において

残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．本新株予約権の取得及び消却 

（１）本第 23 回新株予約権   

① 取得及び消却する本第 23 回新株予約権の内容 

取得及び消却する新株予約権の名称 アクセルマーク株式会社 第 23 回新株予約権 

取得及び消却する新株予約権の数 36,738 個 

AIoT ファンド 17,227 個 

TKF ファンド  19,511 個 

取得日及び消却日 2025 年 12 月 15 日（予定） 

取得価額 3,673,800 円（新株予約権１個当たり 100 円） 

消却後に残存する新株予約権の数 ０個 

 

 

 



 

 

 

② 本第 23 回新株予約権の取得及び消却の理由 

当社は、本第 23 回新株予約権の行使可能期間の満了日となる 2025 年 12 月 26日を前に、本第

23 回新株予約権に関する投資契約書に基づき、本第 23 回新株予約権の取得請求通知を受領した

ため、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。 

なお、消却により発生する未調達額については、2025 年 10 月 30 日付「第三者割当による第

31 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 32 回新株予約権の発行並びに第 23 回新株予約

権及び第 30 回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ」に記載の資金使途④M&A 及び資

本業務提携に関する費用に係る資金需要及び行使状況等を踏まえつつ充当してまいります。 

 

（２）本第 30 回新株予約権 

  ① 取得及び消却する本第 30 回新株予約権の内容 

取得及び消却する新株予約権の名称 アクセルマーク株式会社 第 30 回新株予約権 

取得及び消却する新株予約権の数 14,517 個 

G Future Fund１号投資事業有限責任組合 14,517 個 

取得日及び消却日 2026 年１月 15 日（予定） 

取得価額 798,435 円（１個あたり 55 円） 

消却後に残存する新株予約権の数 ０個 

 

② 本第 30 回新株予約権の取得及び消却日 

新株予約権者への通知日    ：2025 年 12 月４日 

新株予約権の取得及び消却日  ：2026 年１月 15 日（予定） 

 

③ 本第 30 回新株予約権の取得及び消却の理由 

当社は、2024 年 10 月 24 日付「第三者割当による第 29 回新株予約権（行使価額修正条項付）

及び第 30 回新株予約権の発行並びに第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び

第 23 回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ」に記載の通り、当社の推進する成長戦

略を実現し、さらなる事業拡大及び企業価値の向上を目的に本第 30 回新株予約権を発行いたし

ました。しかしながら、市場環境、株価の動向、現在の行使状況等を総合的に判断し、今後の株

価の状況によっては行使がなされる可能性は存在するものの、当社の資本政策上、希薄化抑制を

含む財務健全性に関する観点から検討した結果、本第 30 回新株予約権に関する投資契約書に基

づき、割当先に対し取得請求の通知を行い、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却するこ

とといたしました。 

 

２．今後の見通し 

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以上 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

 アクセルマーク株式会社 経営管理部 

 メール：ir@axelmark.co.jp 
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